
計画的な修繕補助が増加することが見込まれます。ま

にあります。また、修繕等については極力計画的に行うよう依頼してい ・用地賃借の補助限度額を増加した。 た、エアコン等の突発的な故障や、災害等の被害による緊急対応が想定

ますが、突発的な事由により早急な対応が必要な場合もあります。 されます。

19 28,000 22,230 5,770

差引一般財源 0 28,

　

000 0 28,000

　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２８年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
2. 総務費 3. コミュニティ環境整備事業

1. 総務管理費

14.地域振興費 自治人権推進課

（佐倉市）　　

第６章
ともに生き、支え合うまちづくり 90,846

平成28年度 30,282

臨時 補助 計画 0 0 15,130 基本施策１
地域コミュニティの醸成 平成29年度 30,282

平成30年度 30,282

施策５
コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います 平成31年度 0

平成32年度 0

0

28,000 28,000

・自治会・町内会等が管理運営する集会所の新築・増築 ・市民協働という観点から、自治会・町内会・区等に対 住民自治活動の拠点施設である集会所等の経費補助によ

・改築・修繕・用地賃借・建物賃借等に対しての補助。 しては、福祉だけでなく、防犯・防災、青少年健全育成、さらには健康 り、自治会活動の充実が図れる他、火災等の小規模災害時の避難所とし

・自治会・町内会からの要望に伴うコミュニティ備品の貸出し。 づくりまで、地域活動の充実が求められており、活動の拠点となる地区 ての利用に供することも可能となります。

集会所の新築・建替え、修繕等に対して助成することにより、各地区に

おける住民自治活動の促進を図ります。

　集会所の新築、建替の場合、自治会・町内会・ ・補助メニューに建物賃借に対する補助を加えた ・現在、築30年を超える集会所が市内に68箇所あ

区等が長期間積立等を行っており、補助率や補助額の変更は厳しい状況 。 り、要望に基づく


